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雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱
（
案
）
（
抄
）
【
年
度
当
初
施
行
分
】

第
一

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

一

（
略
）

二

両
立
支
援
等
助
成
金
制
度
の
改
正

女
性
の
活
躍
促
進
に
つ
い
て
事
業
主
が
数
値
目
標
を
含
む
内
容
の
目
標
を
宣
言
し
、
当
該
数
値
目
標
を
達
成
し
た
場

(一)
合
の
加
算
を
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
能
力
ア
ッ
プ
助
成
金
を
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

(二)
三

（
略
）

第
二

そ
の
他

一

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
等
を
定
め
る
こ
と
。

三

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（別紙）


